
別表１ 

施設の概要 

 

 

 

 

 

 

指定管理対象施設の概要（札幌駅周辺自転車等駐車場）

No. 名称 所在地 開設年度 構造

自転車 88

原付 35

２階 自転車 148

西棟計 271

１階 自転車 341

２階 自転車 154

屋上

平置 自転車 239

東棟計 734

731

274

1,005

2 札幌駅南口暫定自転車等駐車場
中央区北５条西４丁目
（札幌駅南口広場内）

令和６年
(2024年)

路外（広場内） 1605.0 712
※１
※２

自転車 251

原付 18

２階 自転車 346

615

4 北４西５西側路上自転車等駐車場
中央区北４条西５丁目
（アスティ45西側）

平成５年
(1993年)

路上(歩道上) 80

5 北４西５東側路上自転車等駐車場
中央区北４条西５丁目
（アスティ45東側）

平成５年
(1993年)

路上(歩道上) 80

6 札幌駅西側路上第１自転車等駐車場
中央区北４条西４丁目
（三井のリパーク前）

令和５年
(2023年)

路上(歩道上) 48

7 札幌駅西側路上第２自転車等駐車場
中央区北４条西５丁目
（北門館ビル前）

令和５年
(2023年)

路上(歩道上) 15

8 札幌駅西側路上第３自転車等駐車場
中央区北５条西７丁目
（京王プラザ前）

令和５年
(2023年)

路上(歩道上) 38

9 札幌駅西側路上第４自転車等駐車場
北区北６条西７丁目
（自治労会館前）

令和５年
(2023年)

路上(歩道上) 32

10 北３西３北側路上自転車等駐車場
中央区北３条西３丁目
（札幌北三条ビル前）

令和６年
(2024年)

路上(歩道上) 35

11 北３西２北側路上自転車等駐車場
中央区北３条西２丁目
（エナビル前）

令和６年
(2024年)

路上(歩道上) 22

12 北４西１南側路上第１自転車等駐車場
中央区北４条西１丁目
（北農ビル前）

平成16年
(2004年)

路上(歩道上) 53

13 北４西１南側路上第２自転車等駐車場
中央区北４条西１丁目
（共済ビル前）

平成16年
(2004年)

路上(歩道上) 46 ※３

14 北４西２南側路上第１自転車等駐車場
中央区北４条西２丁目
（東急前東側）

平成４年
(1992年)

路上(歩道上) 31

15 北４西２南側路上第２自転車等駐車場
中央区北４条西２丁目
（東急前西側）

平成５年
(1993年)

路上(歩道上) 23

総計 2,835

30.0

24.0

22.0

54.5

59.0

41.9

25.7

39.9

36.0

55.1

18.9

44.7

敷地 473.00 １階

5-5駐輪場　合計

1

敷地 395.54

延床

3 札幌駅５・５自転車等駐車場
中央区北５条西５丁目
(紀伊国屋書店横）

平成17年
(2005年)

SRC造・
地上２階建

1019.40

延床 683.59

面積(㎡） 収容台数(台）

229.43 １階

419.58

ラック収容台数計

ラック外（平置）台数

北口駐輪場　合計

札幌駅北口自転車等駐車場（西棟）
北区北７条西３丁目
(札幌駅北口広場内）

平成10年
(1998年)

RC造・
地上２階建

敷地

延床

札幌駅北口自転車等駐車場（東棟）
北区北７条西３丁目
(札幌駅北口広場内）

平成10年
(1998年)

RC造・
地上２階建



別表１ 

注 

※１ 札幌駅南口暫定自転車等駐車場について 

・ 当該駐輪場は、西側区画を一時利用専用（6～24時）として、東側区画を定期利用専

用（24時間営業）として供用しています。 

・ 当該駐輪場は、札幌駅南口駅前広場位置しており、札幌市景観計画重点区域に指定

されているため、運営にあたっては特に配慮する必要があります。 

・ 当該駐輪場は、新幹線工事や再開発事業等の進捗に伴い、移転または廃止となる場

合があります。 

 

※２ 小型自動二輪車の利用について 

・ 札幌駅南口暫定自転車等駐車場は、総排気量が 50cc超 125cc以下の小型自動二輪車

を駐車できます。利用料金は、原動機付自転車と同一とします。 

 

※３ 北４西１南側路上第２自転車等駐車場について 

・ 当該駐輪場は、熱供給公社の埋設管移設工事の影響により、指定期間中に移転また

は廃止となる場合があります。 

 

※ その他 

・ 上記注１、注２、注３以外にも、各駐輪場に関しては、指定管理者の指定期間中に廃

止される場合があります。また、新たに設置される場合もあります。 

・ 同自転車等駐車場の機械室、電気室、トイレ、外階段、外壁、植栽は管理の対象から

除きます。 

 


